
沖縄コンベンションセンターに係る指定管理者（候補者）の 

選定結果について 

 

 

 沖縄県が設置している下記の「公の施設」について、下記のとおり指定管理者（候

補者）を選定したので、その結果を公表します。 

 なお、指定管理者の指定については、沖縄県議会令和４年 11 月定例会の議決を経

た後に行うこととなります。 

 

１ 対象施設 

  (1)施設名称    沖縄コンベンションセンター 

  (2)施設の概要   国際・国内コミュニケーションの場としてのコンベンショ

ンを誘致・推進し、本県の産業経済及び教育文化の振興に

寄与する。 

  (3)設置場所    沖縄県宜野湾市真志喜四丁目３番１号 

 

２ 選定方法 

  (1)沖縄県文化観光スポーツ部 MICE 推進課指定管理者制度運用委員会構成員 

    委員 屋冝 智恵美（国立大学法人琉球大学 国際地域創造学部 准教授） 

    委員  神谷 繁  （一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会 会長） 

    委員 當間 克哉 （浦添商工会議所総務部結の街事業推進課 係長） 

    委員 豊川 明佳 （有限会社インターリンク沖縄 専務取締役） 

 

  (2)審査の経過 

       令和４年 ８月９日 第１回指定管理者制度運用委員会（募集要項等の検討） 

       令和４年 11 月２日 第３回指定管理者制度運用委員会（候補者の審査） 

※第２回指定管理者制度運用委員会は、各施設の現場視察を実施 

 

  (3)選定基準等 

選定基準 配点 

１．基本的事項 
① 施設の管理運営を希望する理由 

② 運営方針（サービス提供の考え方） 
     10 点      

２．指定管理者が行う業務の範囲に関する事項 
   ③ 広報等の取組（MICE 誘致に係る企画・提案） 
   ④ 利用者ニーズの把握、取組等 
   ⑤ 自主事業の実施計画 
   ⑥ 利用の許可等に関する業務 
   ⑦ 利用料金の収受等に関する業務 
   ⑧ 修繕・維持管理の実施計画、提案等 
   ⑨ 個人情報保護の取組 
   ⑩ 経理のチェック体制 
   ⑪ 法令遵守、雇用・労働条件等の配慮等 
   ⑫ 収支計画 
   ⑬ 指定管理料の提案金額 

55 点 



３．組織に関する事項 
   ⑭ 人員配置・体制 
   ⑮ 人材育成 

10 点 

４．危機管理に関する事項 
   ⑯防犯、防災の対策 
   ⑰利用者、住民の安全確保に関する事項 
   ⑱損害賠償責任保険等の加入に関する事項 

5 点 

５．実績に関する事項 
   ⑲法人等の経営状況 
   ⑳類似施設の管理運営実績等                           

15 点 

６．その他に関する事項 
   ㉑近隣への配慮、地域貢献、ウィズコロナ等独自の取組 

5 点 

合計 100 点 

 

３ 選定結果 

  (1)申請団体名（申請順） 

・沖縄コンベンションセンターマネジメントグループ（ＯＭＧ） 

     ・沖縄コンベンションセンター共同事業体 

     ・沖縄ＭＩＣＥみらい創造コンソーシアム 

 

  (2)採点方法 

   上記審査基準に基づき、委員ごとの合計得点による順位を順位点に換算し、 

順位点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者に選定しました。  

 

  (3) 評価点数 

順位 団体名 
選定基準毎の評価点数（委員４名の平均点） 

平均点 順位点 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

第１位 
沖縄コンベンション
センター共同事業体 

9 45.75 9 4.25 11.75 4.25 84 33 

第２位 Ａ団体 8 45.25 8.5 4.75 12.25 4 82.75 27 

第３位 Ｂ団体 8 47.25 8.5 4.5 10.75 3.75 82.75 26 

 

４ 指定管理者（候補者） 

  (1)団体名  沖縄コンベンションセンター共同事業体 

  (2)代表者  那覇市久茂地三丁目１番１号 株式会社沖縄コングレ 

         大阪府大阪市中央区淡路町三町目６番13号 株式会社コングレ 

        宜野湾市字宇地泊751番地７ 株式会社ピーエムエージェンシ

ー 

          那覇市字小禄1831番地１ 一般財団法人沖縄観光コンベ 

ンションビューロー 



５ 選定理由 

事業計画書等の内容が、沖縄コンベンションセンターの設置目的に沿った、施

設の管理運営を安定して行う上で十分な内容であり、委員会における評価も他の

申請団体より優れていることから、最も適切に当該施設の管理運営を行うことが

できると認められました。 

 

６ 指定の期間（予定） 

  令和５年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 


